
大分県建設産業ＤＸ加速化事業費補助金交付要綱  

 

（趣旨） 

第１条 知事は、建設産業全体におけるＤＸを推進し、生産性向上や就労環境の改善、職場定

着等を図るため、大分県建設産業ＤＸ加速化事業実施要領（令和７年４月１日伺定。以下「実

施要領」という。）に基づき、県内建設業者及び県内建設コンサルタント業者が事業を実施

するために要する経費に対し、予算の定めるところにより補助金を交付するものとし、その

交付については、大分県補助金等交付規則（昭和４３年大分県規則第２７号。以下「規則」

という。）に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 

 

（補助対象経費及び補助率） 

第２条 この補助金の交付の対象となる経費及び補助率は、別表のとおりとする。 

 

（補助金の交付申請） 

第３条 規則第３条第１項の規定による申請は、補助金交付申請書（第１号様式）によるもの

とし、次に掲げる書類を添付し、知事が別に定める期日までに知事に提出しなければならな

い。 

 （１）導入計画書（第２号様式） 

 （２）収支予算書（第３号様式） 

 （３）誓約書（第４号様式） 

 （４）賃金増加率試算表（第５号様式）※賃上げ枠のみ 

 （５）賃上げ前１月分の賃金台帳の写し ※賃上げ枠のみ 

 （６）その他知事が必要と認める書類 

２ 規則第３条第３項の規定により、申請書若しくは添付書類に記載すべき事項又は添付すべ

き書類のうち省略することのできるものは、同条第２項第１号、第２号及び第６号に掲げる

事項とする。 

 

（補助条件） 

第４条 規則第５条の規定による補助条件は、次のとおりとする。 

（１）補助事業の内容（賃上げ枠から通常枠への変更を含む）又は経費の配分の変更（知事が

定める軽微な変更を除く。）をする場合は、次の関係書類を知事に提出し、その承認を受

けること。なお、補助事業の内容の変更において、通常枠から賃上げ枠の変更はできない。 

 （ア）変更承認申請書（第６号様式） 

 （イ）変更導入計画書（第７号様式） 

 （ウ）変更収支予算書（第８号様式） 

（２）補助事業を中止し、又は廃止する場合は、知事の承認を受けること。 

（３）補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、

速やかに知事に報告し、その指示を受けること。 

（４）この補助金に係る収入及び支出を明らかにした預金通帳、金銭（預金）出納簿等の帳簿



及び契約書、領収書等の証拠書類は、補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から起

算して５年間整備保管すること。 

（５）暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）又は暴力団（同法第２条第２号に

規定する暴力団をいう。）若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であってはならない

こと。 

（６）この補助事業によって取得し、又は効用の増加した財産（以下「財産」という。）は、

知事の承認を受けないで、補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又

は担保の用に供してはならないこと。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭

和４０年大蔵省令第１５号。以下「大蔵省令」という。）に定められている財産について

は、大蔵省令に定められている耐用年数に相当する期間を経過している場合はこの限りで

はないこと。 

（７）財産は、財産管理台帳及びその他関係書類を整備保管し、当該補助事業の完了後におい

ても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付目的に従って、その効

率的な運用を図ること。 

（８）財産のうち、一件当たりの取得価格が５０万円以上のものを処分しようとするときは、

あらかじめ知事の承認を受けること。ただし、大蔵省令に定められている財産については、

大蔵省令に定められている耐用年数に相当する期間を経過している場合はこの限りでは

ないこと。 

（９）知事の承認を受けて財産を処分したことにより収入があった場合は、その収入の全部又

は一部を県に納付させることがあること。 

（１０）その他、規則、実施要領及びこの要綱の定めに従うこと。 

 

２ 規則第５条第１項第１号の規定による知事の定める軽微な変更の範囲は、補助金の額に変

更を及ぼさない変更で、次のとおりとする。 

（１）補助金の交付目的に反しない事業内容の変更 

（２）補助対象経費の２０パーセント以内の増減 

 

（補助金の交付決定の通知） 

第５条 規則第６条の規定による通知は、補助金交付決定通知書（第９号様式）により行うも

のとする。 

２ 規則第５条第１項第１号の規定による変更の承認に伴う規則第６条の規定による補助金

の交付決定の変更通知は、第１０号様式により行うものとする。 

 

（申請の取下げのできる期間） 

第６条 規則第７条第１項の規定により申請の取下げのできる期間は、補助金交付決定通知書

を受理した日から起算して１５日を経過した日までとする。 

 

（補助金の交付方法） 

第７条 この補助金は、精算払の方法により交付する。ただし、知事が必要と認める場合は、



概算払の方法により交付することができる。 

 

（補助金の交付請求） 

第８条 補助金の交付決定の通知を受けたものが、補助金の交付を請求しようとするときは、

補助金交付請求書（第１１号様式）を知事に提出しなければならない。 

 

（実績報告） 

第９条 規則第１２条の規定による実績報告は、補助事業実績報告書（第１２号様式）による

ものとし、次に掲げる書類を添付し、事業完了若しくは廃止の承認を受けた日から起算して

３０日を経過した日、又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の翌年度の４月１０日

のいずれか早い期日までに知事に提出しなければならない。ただし、大分県議会において本

事業にかかる事業費の繰越が承認された場合は、事業完了若しくは廃止の承認を受けた日か

ら起算して３０日を経過した日、又は令和９年４月１０日のいずれか早い期日までに知事に

提出しなければならない。 

 （１）導入実績書（第１３号様式） 

 （２）収支精算書（第１４号様式） 

（３）賃金増加率計算表（第１５号様式） ※賃上げ枠のみ 

（４）実績報告前１月分の賃金台帳の写し ※賃上げ枠のみ 

 （５）契約書又は見積書の写し 

 （６）完成写真 

 （７）領収書又は請求書の写し 

 （８）財産管理台帳の写し 

 （９）その他知事が必要と認める書類 

 

（補助金の額の確定通知） 

第１０条 規則第１３条の規定による通知は、補助金の額の確定通知書（第１６号様式）によ

り行うものとする。 

 

（書類の提出部数等） 

第１１条 規則及びこの要綱の規定により知事に提出する書類の部数は１部とし、その様式及

び提出期限は、この要綱の本則に定めのあるもののほか、別に知事が定めるところによる。 

 

附則 

 この要綱は、令和７年度の予算に係る大分県建設産業ＤＸ加速化事業費補助金から適用す

る。 

 

 

  



別表 

 

補 助 対 象 経 費 
補助率・補助上限額 

区分 補助率 補助上限額 

実施要領で定める補助対象機器の

うち、（１）に該当するものの購入

に係る経費 

・消費税及び地方消費税は対象外

とする。 

・この補助金以外に当該機器等の

導入に関して別途補助金等の交

付を受ける場合は、当該導入経

費から別途交付を受ける対象経

費の額を除いた額を対象経費と

する。 

・補助事業期間内に契約が完了し

ない割賦による支払いは対象外

とする。 

 

通常枠 
１／２

以内 
１００万円 

賃上げ枠 
２／３

以内 

１５０万円 

 

令和７年度に賃上げを実施して

いること。かつ、実績報告前の直

近１ヶ月の給与・賃金等（残業代

や賞与、各種手当、役員に支払っ

た給与及び役員報酬等、福利厚生

費、法定福利費や退職金は除く）

の総支給額が、賃上げ前と比較し

て、１．５％以上増加しているこ

と。 

 

補 助 対 象 経 費 
補助率・補助上限額 

区分 補助率 補助上限額 

実施要領で定める補助対象機器の

うち、（２）に該当するものの購入

に係る経費 

・消費税及び地方消費税は対象外

とする。 

・この補助金以外に当該機器等の

導入に関して別途補助金等の交

付を受ける場合は、当該導入経

費から別途交付を受ける対象経

費の額を除いた額を対象経費と

する。 

・補助事業期間内に契約が完了し

ない割賦による支払いは対象外

とする。 

 

通常枠 
１／２

以内 
５０万円 

賃上げ枠 
２／３

以内 

７５万円 

 

令和７年度に賃上げを実施して

いること。かつ、実績報告前の直

近１ヶ月の給与・賃金等（残業代

や賞与、各種手当、役員に支払っ

た給与及び役員報酬等、福利厚生

費、法定福利費や退職金は除く）

の総支給額が、賃上げ前と比較し

て、１．５％以上増加しているこ

と。 

※補助金額は、予算の範囲内で千円未満切捨とする 

 


